
■掲載媒体　熊谷市ホームページ
■掲載位置　トップページ下
■掲載期間　1ヶ月単位
■掲載料金（税別）

※静止画像のみ（アニメーションは不可）

１ヶ月 30,000円/１枠

※標準原稿制作費は別途（10,000円/１回）（税別）申し受けます。
※最大合計12枠までとなります。

バナー広告の規格

入稿スケジュール 掲載開始日の7日前までに入稿いただきます。
※掲載開始日の20日前までにバナー広告案とリンク先URLをご提出いただきます。

広 告 掲 載 基 準 詳細は「熊谷市広告掲載要綱」「熊谷市広告掲載基準」
及び、「熊谷市ホームページバナー広告掲載基準」に基づきます。

http://www.city.kumagaya.lg.jp/
2019年度 熊谷市ホームページ バナー広告のご案内

年間75万件のアクセス数が、貴社のビジネスへ強力にアプローチ

■データ寸法　天地40ピクセル
　　　　　　　左右150ピクセル
■データ形式　GIF形式　
■データ容量　10KB以下

■お申込み・お問合せは

株式会社ピーアイピー
※TEL、FAX、メールにてお気軽にどうぞ

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波1-157-2

TEL 048-524-1463  
FAX 048-526-1463
E-mail : k＠pip-net.co.jp

バナー広告 バナー広告 バナー広告 バナー広告 バナー広告 バナー広告

バナー広告 バナー広告 バナー広告 バナー広告 バナー広告 バナー広告

最大・6枠×2段となります



熊谷市ホームページ バナー広告
申込み用紙

返送先
FAX 048-526-1463株式会社ピーアイピー行

備考：掲載にあたっては、別途、契約が必要となります。
　　　契約及び、契約条件は「熊谷市広告掲載要綱」「熊谷市広告掲載基準」及び、
　　　「熊谷市ホームページバナー広告掲載基準」に準じます。
　　　
　　　※以下に該当する広告は、お取扱い出来ませんので、予めご了承ください。

（１）法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
（２）公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
（３）政治性のあるもの
（４）宗教性のあるもの
（５）社会問題についての主義主張
（６）個人の名刺広告
（７）美観風致を害するおそれがあるもの
（８）公衆に不快感又は危害を与えるおそれがあるもの
（９）その他広告媒体に掲載又は掲出をする広告として不適当であると市長が認めるもの
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2 0 1 9 年　　　　月　　　　日　お申込み日

会社名

ご住所

代表者

ご連絡先

ご担当部署/ご担当者

フリガナ

〒　　　ー

県　　　　　市　　　　

TEL　　　-　　　-　　　　FAX　　　-　　　-

□ 現金・小切手（　　　年　　　月　　　日支払 ）

□　　　　日締切　　　　日払い（ 現金・小切手・振込 ）
お取引方法

お申込み期間
2019年　　　月 １ 日～　　 　年　　 月 末 日まで　

3ヶ月間　6ヶ月間　9ヶ月間　その他（　　　  ）
※1ヶ月掲載が基本となります。


